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令和７年度第３回広島県私立学校審議会　議事録 

 

１　日　　時　　令和８年３月 26 日（木）15 時 00 分から 17 時 05 分まで 

 

２　場　　所  　広島市中区基町 10 番 52 号 

　　　　　　　　広島県庁　北館２階　第２会議室 

 

３　出席委員　　福岡会長　江口委員　越智委員　加藤委員　喜田委員 

清川委員　住田委員　田原委員　原田委員　　（委員９名出席） 

 

４　議　　題  

（１）認可事項 

ア 広島県瀬戸内高等学校の収容定員に係る学則変更について  

イ 広島桜が丘高等学校の収容定員に係る学則変更について  

ウ 比治山女子高等学校の通信制課程の設置について  

エ 広島国際学院高等学校の収容定員に係る学則変更について  

オ 山陽女学園高等部の収容定員に係る学則変更について  

カ 並木学院高等学校の広域通信制課程に係る学則変更について  

キ 川北こどもの夢中学校の設置について  

ク ひかり幼稚園の廃止について  

ケ 学校法人信楽学園の解散について  

コ めばえ幼稚園の廃止について  

サ 海田みどり幼稚園の廃止について  

シ あさひが丘幼稚園の廃止について  

ス 高屋幼稚園の収容定員に係る学則変更について  

セ 己斐みどり幼稚園の収容定員に係る学則変更について  

ソ 専門学校 福山国際外語学院の目的変更について  

タ 学校法人の行うことのできる収益事業の種類の定めについて  

 

５　担当部署　　広島県環境県民局学事課 

　　　　　　　　ＴＥＬ０８２（５１３）４４９６（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

 

６　会議の内容 

（１）開会 

委員総数 10 名中９名が出席しており、定足数を満たしていることを確認した。 

（２）認可事項 

ア 広島県瀬戸内高等学校の収容定員に係る学則変更について  

（ア）申請内容 

高等学校の収容定員に係る学則変更 

（イ）質疑内容・意見 
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（委員）　定員変更後の学級数が減っている記載になっているのはなぜか。 

（事務局）本資料においては、定員に対する学級数ではなく、実員に対する来 

年度の見込み学級数が記載されているためである。学則において 

は、学年ごとの学級数は定められていない。 

（委員）　承知した。 

（委員）　教員数について、1,467 名に定員変更した際に、基準を満たさない 

ということなのか改めて説明をお願いしたい。 

（事務局）来年度生徒見込みに対しては、基準を満たした教員数を満たしてお 

り、再来年度以降生徒が増えた場合、基準で定められた教員数を満 

たさなくなる旨は学校に伝えており、そのような状況となった場合、 

基準に合った教員を確保する旨、学校から確認を取っている。 

（委員）　これをそのまま認めるということは、（１学年当たり）489 名の生徒 

を８クラスで運営しても問題ないと認めることにならないのか。 

（事務局）記載の学級数は、各年度の実員に応じて変動する。 

（委員）　学則に定めることにはなっていないのか。 

（事務局）学則には学級数の記載はない。 

学級数はあくまで参考に記載している。 

（委員）（１学年当たり）489 名という数字は、何か意味のある数字なのか。 

（事務局）瀬戸内高校における普通教室の最大収容定員を考慮して、人数が算出 

されている。 

（委員）　将来的に収容定員いっぱいに生徒が在席することになった場合、 

１学級あたり 40 名以下という基準で計算すると、36 クラスとなる 

と思われるが、現在の普通教室は 32 教室しかない。どのように運営 

するのか。 

（委員）　１学級あたりの人数 40 人というのは、標準の人数であって、場合に 

よっては 40 人を超えた学級運営も可能と認識している。 

（事務局）学級あたり人数について、設置基準では「特別の事情があり、かつ、 

教育上支障がない場合はこの限りではない。」とされているため、１ 

学級あたり 40 人を超えた運用も可能である。また、学校に確認したと 

ころ、収容定員の 1,467 人は施設の最大収容定員から算出した人数で 

あり、普通教室 32 室に加え、特別教室３室を含めて 35 部屋を使用す 

る計画となっている。クラス構成としては、多いクラスで 45 人、少な 

いクラスは 30 人で運営することを計画しているとのこと。 

　（ウ）結論 

適当と認める。 

 

イ 広島桜が丘高等学校の収容定員に係る学則変更について  

（ア）申請内容 

高等学校の収容定員に係る学則変更 

（イ）質疑内容・意見 

（委員）　設置基準上、事務職員の人数に定めはあるのか。 
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（事務局）設置基準では、「相当数の事務職員を置く」とされており、人数に 

定めはない。 

（委員）　今の３年生が卒業し、現在２年に在籍する 409 人が新たに新３年生 

に、419 人が新２年生になる。仮に入学してくる新１年生が 410 人を 

超えると、変更後の収容定員を超えると思われるが、収容できればそ 

れでいいということなのか。 

（事務局）今年度はかなりの退学者がおり、各学年は 400 人を下回っている。 

そのため、入学見込み者数と現在の１、２年生を足しても 1,145 人 

になり、1,215 人の収容定員に収まる計算であるので問題ない。 

なお、問題行動による退学ではなく、通信制高等学校への転学等の 

退学が多いと聞いている。 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

ウ 比治山女子高等学校の通信制課程の設置について  

（ア）申請内容 

高等学校の通信制課程の設置 

（イ）質疑内容・意見 

（委員）　教職員は兼務となっているが、これは全日制の先生が通信制も教える 

のか。 

（事務局）そうなる予定。 

（委員）　教職員の労働環境が問題になっている中で、全日制と通信制の兼務 

は、規則上は問題ないかもしれないが、労働問題に発展することの 

ないように、実態としてできるのかということを確認しておいてほ 

しい。 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

エ 広島国際学院高等学校の収容定員に係る学則変更について  

（ア）申請内容 

高等学校の収容定員に係る学則変更 

（イ）質疑内容・意見 

　　　特になし 

（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

オ 山陽女学園高等部の収容定員に係る学則変更について 

（ア）申請内容 

高等学校の収容定員に係る学則変更 

（イ）質疑内容・意見 

　　　特になし 
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　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

カ 並木学院高等学校の広域通信制課程に係る学則変更について  

（ア）申請内容 

高等学校の広域通信制課程に係る学則変更 

（ウ）質疑内容・意見 

（委員）　並木学院高等学校は、海外を含め多くのサポート校を擁しているが、 

（高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインでは、） 

設置者が定期的に訪問等しなければならないとされているところ、ど 

のくらいの頻度でサポート校に訪問しているのか。 

（事務局）確認できていないため、改めて確認を行う。 

（委員）　文科省も適切な連携を行うようガイドラインを定めているため、訪問 

等は行う必要があると思う。 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

キ 川北こどもの夢中学校の設置について 

（ア）申請内容 

中学校の設置 

（イ）質疑内容・意見 

（委員）　小学校の総定員は何人なのか。 

（事務局）総定員 120 人であり、１学年あたり 20 人の定員となっている。 

令和７年度が開校一年目であり、総実員は令和７年５月１日時点で 12 

人であった。 

（委員）　資料では内部進学者が２名と記載しているが、小学校からは２名しか 

行けないのか。 

（事務局）令和７年度における３年生から５年生がそれぞれ２名ずつのため、 

内部進学見込として２名ずつ計上されている。 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

  

以下、一括審議 

ク ひかり幼稚園の廃止について  

ケ 学校法人信楽学園の解散について  

（ア）申請内容 

幼稚園の廃止及び学校法人の解散 

（イ）質疑内容・意見 

　　　特になし 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 
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以下、一括審議 

コ めばえ幼稚園の廃止について  

サ 海田みどり幼稚園の廃止について  

シ あさひが丘幼稚園の廃止について  

（ア）申請内容 

いずれも、幼保連携型認定こども園への移行に伴う幼稚園の廃止 

（イ）質疑内容・意見 

　　　特になし 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

ス 高屋幼稚園の収容定員に係る学則変更について  

（ア）申請内容 

収容定員の減員 

（イ）質疑内容・意見 

　　　特になし 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

セ 己斐みどり幼稚園の収容定員に係る学則変更について  

（ア）申請内容 

収容定員の減員 

（イ）質疑内容・意見 

　　　特になし 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

ソ 専門学校 福山国際外語学院の目的変更について  

（ア）申請内容 

専修学校の目的変更 

（イ）質疑内容・意見 

（委員）　廃止される建築 CAD 学科だが、現在在籍する学生は３月で全員卒業 

するのか。 

（事務局）令和７年度の卒業生をもって建築 CAD 学科の生徒が完全にいなくなる 

という状況。 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

タ 学校法人の行うことのできる収益事業の種類の定めについて  

（ア）申請内容 
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広島県告示の改廃 

（イ）質疑内容・意見 

（委員）　改正前は「日本標準産業分類に掲げる事業」であったものが、「統計 

法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる 

事業」へと変更になっているが、具体的に何が変わったのか。 

収益事業の種類が増えたりすることはあるのか。 

（事務局）文部科学省が定める告示の表示に合わせただけなので、収益事業の 

種類が増える等のことはない。 

　（ウ）結論 

　　　　適当と認める。 

 

 

 

以上 

 


